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じ
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『
御
堂
関
白
記
』
は
、
ま
こ
と
に
特
殊
な
日
記
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
小
右
記
』
な
ど
と
同
じ
く
「
古
記
録
」
の
範
疇
に
入
れ
て
よ

い
も
の
か
、
い
さ
さ
か
再
考
の
余
地
な
し
と
し
な
い
。

　

特
に
、『
御
堂
関
白
記
』
全
文
の
現
代
語
訳
を
完
成
さ
せ
た
後
、
続
け
て
『
権
記
』
の
現
代
語
訳
を
完
成
さ
せ
、
次
い
で
『
小
右

記
』
の
現
代
語
訳
を
作
成
し
て
い
る
今
と
な
っ
て
は
（
そ
の
間
、『
春
記
』
の
訓
読
文
を
完
成
さ
せ
、『
左
経
記
』
の
訓
読
文
、『
歴
代
残
闕
日

記
』
所
収
の
『
二
東
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
記
録
の
訓
読
文
も
作
成
途
上
で
あ
る
）、
こ
れ
ら
の
日
記
と
『
御
堂
関
白
記
』
を
一
律
に
論
じ

て
い
い
も
の
な
の
か
、
迷
い
始
め
て
い
る
。

　

摂
関
期
古
記
録
の
中
で
の
『
御
堂
関
白
記
』
の
特
質
を
抽
出
し
、
そ
の
座
標
を
ひ
と
ま
ず
確
立
す
る
こ
と
は
、
ひ
と
り
『
御
堂
関

白
記
』
研
究
の
み
な
ら
ず
、
古
記
録
研
究
そ
の
も
の
、
ま
た
摂
関
政
治
論
や
王
朝
文
化
論
に
と
っ
て
も
、
必
要
な
作
業
な
の
だ
と
考

え
て
い
る
。

　

か
つ
て
一
九
七
九
年
に
木
簡
学
会
が
発
足
し
た
と
き
、
初
代
会
長
の
岸
俊
男
氏
は
、「
木
簡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
」
を
強

く
主
張
さ
れ
た
が
、
多
く
の
古
代
史
研
究
者
は
「
木
簡
を
史
料
に
し
た
歴
史
研
究
」
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
田
中
琢
氏
は
こ
れ

を
、「
か
つ
お
ぶ
し
を
ネ
コ
の
ま
え
に
お
い
て
、
そ
れ
を
よ
く
調
べ
ろ
、
た
だ
し
、
喰
う
な
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
」
と
一
九
九
〇

年
に
喩
え
て
お
ら
れ
た
（『
木
簡
研
究
』
第
一
二
号
「
巻
頭
言
」）。
し
か
し
、
あ
の
時
代
か
ら
、
木
簡
研
究
は
木
簡
そ
の
も
の
に
対
す
る

研
究
と
し
て
も
、
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
古
文
書
学
研
究
も
ま
た
、
古
代
に
関
し
て
言
え
ば
、
主
に
正
倉
院
文
書
研
究
と
し
て
精
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緻
に
し
て
豊
か
な
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
か
つ
て
は
桃
裕
行
『
古
記
録
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
─
八
九
年
）
や
斎
木
一
馬
『
古
記
録
の
研
究
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
九
年
）
と
い
っ
た
名
著
が
刊
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
の
古
記
録
学
な
る
も
の
は
、
ご
く
一
部
の
中
世
史
研

究
者
の
間
で
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
得
て
は
い
る
も
の
の
（
尾
上
陽
介
『
中
世
の
日
記
の
世
界
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
元
木
泰

雄
・
松
薗
斉
編
『
日
記
で
読
む
日
本
中
世
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
。
倉
本
一
宏
編
『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
五
年
な
ど
）、
古
代
史
研
究
の
世
界
で
は
、
ま
だ
ま
だ
日
暮
れ
て
道
遠
し
と
い
っ
た
観
が
あ
る
。

　

古
記
録
の
原
本
調
査
を
行
な
う
古
代
史
研
究
者
も
少
な
い
し
、
謄
写
本
や
写
真
版
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
一
々

確
認
す
る
研
究
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
写
本
に
よ
る
違
い
を
気
に
す
る
人
も
あ
ま
り
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。『
大
日

本
古
記
録 

御
堂
関
白
記
』
の
初
刷
か
ら
四
刷
ま
で
を
揃
え
て
、
各
版
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
研
究
者
も
、
私
く
ら
い
の
も
の
で

あ
ろ
う
（『
権
記
』『
小
右
記
』
も
全
刷
を
揃
え
て
比
較
し
て
い
る
）。
中
世
史
や
国
文
学
で
は
当
た
り
前
の
基
礎
作
業
が
、
何
故
に
古
代
史

研
究
で
は
等
閑
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
ま
さ
に
、
か
つ
て
土
田
直
鎮
先
生
が
、「
古
文
書
学
概
論
に
匹
敵
す
る
だ

け
の
体
系
も
、
大
き
な
展
開
も
、
今
の
と
こ
ろ
で
は
生
れ
て
い
な
い
。
…
…
実
際
に
は
そ
れ
程
の
精
密
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
な
し

に
間
に
合
せ
、
ま
た
、
一
応
の
論
文
を
書
く
程
度
の
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
事
足
り
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
」
と
書
か
れ
た

ま
ま
の
状
態
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
本
に
収
め
た
「『
御
堂
関
白
記
』
全
現
代
語
訳
を
終
え
て
」（
第
四
部
一
）
に
も
書
い
た
が
、
一
般
的
な
研
究
者
の
古
記
録
と

の
接
し
方
と
い
う
と
、
自
分
の
研
究
に
都
合
の
い
い
記
事
だ
け
を
拾
い
出
し
て
、
そ
こ
だ
け
を
解
読
す
る
、
あ
る
い
は
索
引
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
「
検
索
ご
っ
こ
」
で
表
を
作
り
、「
論
文
の
よ
う
な
も
の
」
を
書
く
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
表
計
算
ソ
フ
ト
」
の
表
な
ど
を
貼
り
付
け
た
「
論
文
」
の
抜
刷
を
送
ら
れ
て
く
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
読
む
気
が
失
せ
て
し
ま

う
。
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と
こ
ろ
で
、
歴
代
の
『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
で
は
、
古
記
録
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
次
に
は

田
山
信
郎
『
記
録

─
特
に
平
安
朝
の
日
記
に
つ
い
て

─
』（
一
九
三
五
年
）
が
一
冊
と
し
て
独
立
し
て
お
り
、
第
二
次
（
一
九
六

二
─
六
四
年
）
に
は
史
料
論
に
関
す
る
論
文
は
な
く
、
第
三
次
に
は
第
25
巻
『
日
本
史
研
究
の
方
法
』（
一
九
七
六
年
）
に
土
田
先
生

執
筆
の
「
古
代
史
料
論　

記
録
」
が
収
め
ら
れ
て
い
た
（
一
部
前
掲
）。
第
四
次
（『
岩
波
講
座　

日
本
通
史
』）
に
は
別
巻
三
（
一
九
九
五

年
）
が
『
史
料
論
』
と
題
し
て
い
る
も
の
の
、
富
田
正
弘
氏
執
筆
の
「
中
世
史
料
論
」
は
収
め
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古

代
は
佐
原
真
氏
執
筆
の
「
原
始
・
古
代
の
考
古
資
料
」
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
先
ご
ろ
刊
行
さ
れ
た
第
五
次
に
も
、
第
21
巻
『
史

料
論
』（
二
〇
一
五
年
）
に
佐
藤
信
氏
執
筆
の
「
木
簡
史
料
論
」
と
細
井
浩
志
氏
執
筆
の
「
国
史
の
編
纂
」、
第
22
巻
『
歴
史
学
の
現

在
』（
二
〇
一
六
年
）
に
山
口
英
男
氏
執
筆
の
「
史
料
論　

正
倉
院
文
書
と
古
代
史
科
学
」
と
い
う
論
文
は
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

「
古
記
録
」
は
相
変
わ
ら
ず
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
ま
ま
で
あ
る
（
第
1
巻
『
原
始
・
古
代
一
』〈
二
〇
一
三
年
〉
の
大
津
透
氏
執
筆
の
「
古

代
史
へ
の
招
待
」
に
『
御
堂
関
白
記
』
と
『
権
記
』
の
現
代
語
訳
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
）。
つ
ま
り
は
、
土
田
先
生
の
研
究
を
も
っ
て
古
記

録
研
究
は
一
段
落
し
、
そ
れ
以
降
の
歴
史
学
界
は
講
座
に
載
せ
る
ほ
ど
の
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

（
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
な
の
だ
が
）。

　

そ
ろ
そ
ろ
古
代
の
古
記
録
に
つ
い
て
も
、
古
記
録
そ
の
も
の
の
研
究
が
始
ま
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
に

は
と
て
も
そ
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
研
究
が
で
き
る
能
力
は
な
く
、
ま
こ
と
に
微
力
な
の
で
は
あ
る
が
、「
か
つ
お
ぶ
し
」
と
し
て
の

『
御
堂
関
白
記
』
そ
の
も
の
の
考
察
の
一
端
を
、
こ
こ
に
考
え
て
み
た
い
。
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お
わ
り
に

　
『
御
堂
関
白
記
』
を
読
み
始
め
て
か
ら
、
今
年
の
十
月
で
ち
ょ
う
ど
四
十
年
に
な
る
。
幾
多
の
先
学
に
は
遠
く
及
ば

な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
か
な
り
の
時
間
、
人
生
の
ち
ょ
う
ど
三
分
の
二
を
『
御
堂
関
白
記
』
と
過
ご
し
て
き
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
間
、
註
釈
の
仕
事
を
長
く
続
け
た
り
、
現
代
語
訳
を
作
っ
た
り
、「
世
界
の
記
憶
」
の
書
類
を
書
い
た

り
、『
御
堂
関
白
記
』
関
係
の
著
書
を
何
冊
か
刊
行
し
た
り
し
て
、
関
係
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
。
少
し
思
い
起
こ
し

た
だ
け
で
も
、
様
々
な
人
々
と
、
様
々
な
局
面
で
、『
御
堂
関
白
記
』
と
接
し
て
き
た
こ
と
が
脳
裡
に
浮
か
ん
で
く
る
。

一
々
お
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
改
め
て
感
謝
し
た
い
。

　

ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
る
が
、
今
年
の
十
月
は
、
道
長
が
「
こ
の
世
を
ば
」
の
歌
を
詠
ん
で
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
千
年

に
な
る
（
現
代
の
暦
で
は
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に
あ
た
る
が
、
満
月
と
い
う
と
、
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
三
日
に
替

わ
る
直
前
に
月
齢
一
五
・
〇
を
迎
え
る
）。
こ
の
歌
が
偶
然
、『
小
右
記
』
に
記
録
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
た
偶
然
に
今
日
ま
で
残

さ
れ
た
こ
と
が
（
前
田
本
は
歌
の
部
分
が
焼
け
て
い
て
、
他
の
古
写
本
は
寛
仁
二
年
が
残
っ
て
い
な
い
）、
道
長
に
と
っ
て
、
ま

た
摂
関
期
の
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
、
い
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
今
年
は
一
つ
の
区
切
り
の
年
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
ま
っ
た
く
偶
然
で
あ
る
が
、
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
さ
ん
と
話
を
し
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
書

き
た
め
て
い
た
『
御
堂
関
白
記
』
に
関
す
る
論
文
や
、「
世
界
の
記
憶
」
登
録
に
際
し
て
書
く
こ
と
に
な
っ
た
原
稿
を
、
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一
冊
に
ま
と
め
て
み
て
は
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
何
本
か
の
新
稿
を
加
え
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
こ
の
本
が
で
き
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
こ
い
ら
で
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
よ
う
と
思
い
付
い
た
の
は
、
近
年
は
毎
日
、
朝
か
ら
晩
ま
で
『
小
右
記
』
を
読

む
日
々
が
続
き
、『
御
堂
関
白
記
』
の
特
異
性
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
『
御
堂
関
白

記
』
に
は
ひ
と
区
切
り
付
け
て
、
普
通
の
古
記
録
と
普
通
の
和
風
漢
文
を
勉
強
し
な
い
と
、
普
通
の
古
記
録
研
究
者
の

レ
ベ
ル
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
こ
の
よ

う
な
本
を
出
版
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
ま
こ
と
に
感
謝
に
堪
え
な
い
。

　

私
が
は
じ
め
て
『
御
堂
関
白
記
』
を
読
ん
で
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
「
藤
原
頼
通
の
春
日
祭
勅
使
」
は
、
一
九
七
九
年
二

月
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
歴
史
物
語
と
古
記
録
1　

御
堂
関
白
記

─
藤
原
頼
通
の
春
日
祭
勅
使
を

め
ぐ
っ
て

─
」
と
改
題
し
て
歴
史
物
語
講
座
刊
行
委
員
会
編
『
歴
史
物
語
講
座　

第
7
巻　

時
代
と
文
化
』（
風
間

書
房
、
一
九
九
八
年
八
月
）
に
載
せ
て
も
ら
い
、「
藤
原
頼
通
の
春
日
祭
勅
使
を
め
ぐ
っ
て

─
歴
史
物
語
と
古
記
録
の

間

─
」
と
再
改
題
し
て
拙
著
『
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
）
に
再
収
し
た
。

　

教
養
ゼ
ミ
の
一
年
時
の
レ
ポ
ー
ト
を
論
文
集
に
載
せ
る
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
詐
偽
み
た
い
な
も
の
で
あ
る
が
、
は
た
し

て
そ
の
時
か
ら
、
私
の
『
御
堂
関
白
記
』
の
「
読
み
」
は
、
ど
れ
ほ
ど
進
化
（
お
よ
び
深
化
）
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

機
械
の
お
陰
で
「
読
み
」
の
ス
ピ
ー
ド
は
増
し
、
陽
明
文
庫
の
名
和
修
文
庫
長
の
ご
厚
意
で
現
物
に
触
れ
る
機
会
も
増

え
、
勤
務
先
で
買
っ
て
も
ら
っ
た
お
陰
で
自
筆
本
複
製
に
日
常
的
に
接
す
る
こ
と
も
で
き
て
は
い
る
の
だ
が
、
四
〇
年

の
時
間
を
振
り
返
る
と
、
い
さ
さ
か
心
許
な
い
。

　

四
〇
年
前
は
単
に
記
事
の
内
容
を
読
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
後
も
長
い
間
、
自
分
の
摂
関
政
治

論
や
王
朝
貴
族
論
（
の
よ
う
な
も
の
）、
ま
た
道
長
や
一
条
天
皇
な
ど
の
人
物
論
（
の
よ
う
な
も
の
）
に
使
え
そ
う
な
記
事
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を
探
し
て
読
解
す
る
作
業
だ
け
に
終
始
し
て
い
た
。
近
年
で
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
道
長
の
書
き
方
、
消
し
方
、

直
し
方
、
ま
た
写
本
の
写
し
方
な
ど
、
記
録
や
書
写
の
顛
末
を
再
現
し
、
道
長
や
師
実
の
脳
内
に
ま
で
踏
み
込
む
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
も
学
問
の
深
化
と
い
う
よ
り
も
、
加
齢
に
伴
っ
て
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の

か
も
し
れ
な
い
（
弟
子
か
ら
は
、
最
近
、
実
資
に
似
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
）。

　

先
輩
た
ち
が
真
夏
に
平
安
博
物
館
の
冷
房
を
止
め
た
暑
い
部
屋
で
『
御
堂
関
白
記
』
の
発
表
を
さ
れ
て
い
る
の
を
聞

き
な
が
ら
、
自
分
も
い
つ
か
は
こ
こ
で
『
御
堂
関
白
記
』
の
発
表
を
行
な
い
、『
古
代
文
化
』
に
『
御
堂
関
白
記
』
の

註
釈
を
載
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
み
た
い
と
夢
見
て
い
た
あ
の
頃
の
熱
情
は
、
は
た
し
て
今
で
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

あ
の
京
都
の
暑
い
夏
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
ま
た
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
み
た

い
。
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
今
な
ら
間
に
合
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
楽
観
的
な
希
望

（
そ
れ
は
こ
の
四
十
、
い
や
六
十
年
の
間
、
私
を
支
え
て
き
た
根
本
的
な
心
情
で
あ
る
）
を
唯
一
の
頼
み
と
し
て
、
新
た
な
勉
強

を
始
め
て
み
た
い
と
考
え
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
本
を
出
版
し
て
く
だ
さ
る
思
文
閣
出
版
、
特
に
田
中
峰
人
さ
ん
と
、
編
集
に
携
っ
て
い
た
だ
い
た
大
地

亜
希
子
さ
ん
、
陽
明
文
庫
の
名
和
修
氏
、
校
閲
や
校
正
に
協
力
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、

お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　　
　
　

二
〇
一
八
年
七
月　

三
条
高
倉
・
平
安
博
物
館
故
地
に
て
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【『御堂関白記』条文】

長保元年

二月九日条 （78
二月廿八日条 （9（
三月十六日条 5（, （78
三月廿日条 （8（
閏三月十日条 3（4
九月廿四日条 65, 93
十月五日条 65, 93

長保二年

正月一日条 4（, 43
正月十日条 65, 87, 88, 93, 3（5
二月廿一日条 300, 305, 307

寛弘元年

二月五日条 （9, 43, 60, 66, 93
二月六日条
  （6, （9, 40, 4（, 60, 66, 94, （79, （80
二月七日条 67, 94
二月十六日条 67, 94
二月廿二日条 （9
二月廿六日条 30
三月七日条 30
三月九日条 30, （8（
三月十三日条 30
三月十四日条 67, 94
三月十六日条 30, 44, 67, 94, （00
三月廿五日条 30
三月廿七日条 30, 67, 94
三月廿八日条 30
四月十四日条 68, 94
四月廿日条 30
四月廿五日条 68, 94
四月廿六日条 68, 95
五月六日条 68, 95
五月十二日条 69, 95
五月十五日条 69, 95, （8（

五月十九日条 3（, 69, 95
五月廿一日条 3（
五月廿七日条 3（
六月九日条 （8（
六月廿二日条 （8（
六月廿四日条 （8（
七月十一日条 （8（
七月廿日条 5（
七月廿五日条 （8（
七月廿八日条 （8（
七月廿九日条 （8（
八月十一日条 5（
八月十七日条 5（, （68
八月廿三日条 5（
八月廿八日条 47
九月九日条 5（
九月十日条 （8（
九月廿五日条 49, 5（
閏九月十四日条 5（
閏九月十六日条 300, 307
十月十日条 5（, （8（
十月十四日条 5（
十月廿一日条 5（
十一月三日条 5（
十一月八日条 （83
十一月十五日条 5（
十一月廿三日条 49, 5（
十二月三日条 49, 50, 5（
十二月十五日条 5（
十二月廿一日条 5（
十二月廿七日条 5（, 300

寛弘二年

正月九日条 （83
正月十日条 （8（
正月十一日条 3（, 69
正月廿九日条 70, 87, 88
二月十日条 70
二月廿五日条 7（
三月四日条 7（
三月八日条 3（
三月廿七日条 7（
四月四日条 （83



ix

五月二日条 （83
五月十三日条 3（5
五月廿四日条 3（, 54
六月十九日条 3（
七月十日条 54, （4（, （49
七月十七日条 54
七月廿九日条 （4（, （49
八月廿日条 （95
八月廿一日条 （4（
八月廿二日条 （4（, （50
八月廿七日条 300, 307
九月一日条 （83
十月十一日条 （8（
十月十五日条 （83
十月十九日条 54, （4（, （50
十一月十五日条 54, （83
十二月九日条 54
十二月廿一日条 54, （43, （5（
十二月廿九日条 54

寛弘三年

正月一日条 55, （44, （5（
正月廿八日条 55
三月三日条 55, 30（
三月四日条 55, （44, （5（
三月五日条 （8（
四月廿三日条 （84
五月二日条 （68
六月十六日条 55
七月三日条 55
七月十二日条 55
七月十三日条 55, （84
七月十四日条 55, （84
七月十五日条 55, （84
七月廿七日条 （45, （5（
七月卅日条 55
八月七日条 （45, （5（
八月十六日条 55
八月十七日条 55, 30（
八月十九日条 （45, （5（
九月三日条 （69
九月廿二日条 55, （45, （46, （53
十月二日条 55

十月五日条 （47, （53
十月廿五日条 55
十一月廿七日条 55
十二月五日条 55
十二月廿六日条 55
十二月廿九日条 55

寛弘四年

正月三日条 55
正月九日条 55
正月十一日条 55
正月十二日条 55
正月十三日条 55
正月廿日条 55
正月廿六日条 55
二月九日条 55
二月廿一日条 （47, （53
二月廿八日条 55
二月廿九日条 55
二月卅日条 55, 3（5
三月三日条 55
三月四日条 （47, （53
三月十五日条 （47, （54
三月十七日条 55
三月十九日条 55
四月廿五日条 55, （47, （54
四月廿六日条 55, （48, （54
五月卅日条 55
閏五月十七日条 55, （49, （54
七月十四日条 30（, 305
八月二日条 （84
八月九日条 7（
八月十一日条 3（, 60
十月一日条 3（
十月四日条 7（
十月廿六日条 7（
十一月八日条 3（, （8（
十一月廿二日条 （69, （79
十二月二日条 3（, （83
十二月十日条 3（, （70
十二月十一日条 7（, （80
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寛弘五年

正月七日条 55
正月十六日条 55
正月廿五日条 55, 3（5
二月廿日条 30（, 307
四月十三日条 55, （90
四月十八日条 55
四月十九日条 55
五月廿三日条 （90
六月十三日条 （90
六月十四日条 （90
六月廿日条 （90
暦巻下褾紙 （05
七月六日条 （87
七月九日条 （88, （90
七月十六日条 （90
九月十一日条 43, 44, （90
九月廿一日条 （（0
十月十六日条 3（, 44, 60, 7（, 73, （（4～（（6
十月十七日条 3（, 60, （（4, （（5
十一月十七日条 （84
十二月廿日条 3（, 73, （（3, （（4, （（8, 3（（
十二月卅日条 （（0

寛弘六年

三月廿七日条 （97
四月廿五日条 （83
五月十七日条 47, 5（
七月四日条 （40
七月五日条 （40
七月七日条 3（, （35, （40, （84
七月十三日条 （40
七月十四日条 （40
七月十九日条 73, 95, （40
七月廿日条 （40
七月廿三日条 （40
七月廿五日条 3（, （40
七月廿七日条 （0（, （40
八月六日条 （4（
八月十日条 （4（
八月十一日条 （4（
八月十三日条 （4（

八月十七日条 3（, （4（, （84
八月十八日条 （4（
八月十九日条 （4（
八月廿日条 （4（
八月廿三日条
  73, 95, （4（, 30（, 305, 307, 308
八月廿六日条 （4（
九月一日条 （4（
九月二日条 3（, （4（
九月四日条 （4（
九月七日条 （4（
九月八日条 33, 74, 96, （4（
九月十日条 （4（
九月十二日条 （4（
九月十六日条 （43, （85
九月十八日条 （43
九月十九日条 （43
九月廿三日条 （43
九月廿四日条 （43
九月廿五日条 （43
九月廿九日条 （43
十月二日条 （43
十月五日条 （43
十月六日条 （44
十月十三日条 （44
十月十四日条 （44
十月十五日条 （44
十月十九日条 （44
十月廿一日条 （44
十月廿二日条 （44, （83
十月廿三日条 （44
十月廿四日条 （44
十月廿六日条 （44
十一月七日条 （45
十一月八日条 （45
十一月九日条 （45
十一月十日条 （45, （7（
十一月十一日条 74, 96, （45
十一月十四日条 （45
十一月十五日条 33, 74, 96
十一月十七日条 33, （45
十一月十九日条 （45
十一月廿日条 （45
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十一月廿二日条 （46
十一月廿五日条 33, （46, （85, （94
十一月廿六日条 （46, （47
十一月廿七日条 （46
十一月廿九日条 （46
十二月一日条 （47
十二月二日条 33, （47
十二月三日条 （48
十二月四日条 （48
十二月六日条 （48
十二月七日条 （48
十二月十日条 （48
十二月十二日条 （48
十二月十三日条 （48
十二月十四日条 33, （48
十二月十六日条 （49
十二月十九日条 （49
十二月廿日条 （85
十二月廿二日条 （49
十二月廿三日条 33, （49
十二月廿四日条 （49
十二月廿六日条 33, （49
十二月廿九日条 （49

寛弘七年

暦巻上褾紙見返 59
正月一日条 （60
正月二日条 （60, （83
正月三日条 （85
正月四日条 74, 96, （60
正月五日条 （60
正月六日条 （6（
正月七日条 33, （6（
正月八日条 （6（
正月十一日条 （6（
正月十五日条 34, 60, （6（, （85, （06
正月十六日条 34, 75, 76, 96, （6（
正月十八日条 （63
正月十九日条 （63
正月廿日条 （63
正月廿一日条 75, 96, （63
正月廿二日条 （63
二月廿日条 （63

二月廿一日条 （63
二月廿六日条 34, 75, 96, （64
二月廿九日条 （64
閏二月一日条 （64
閏二月六日条 34, 75, 97, （64
閏二月十九日条 （65
閏二月廿三日条 （65
閏二月廿五日条 （65
三月二日条 77, 97, （65
三月三日条 （65
三月五日条 （65
三月六日条 （65
三月八日条 （65
三月九日条 （66
三月十日条 （66
三月十一日条 （66
三月十二日条 （66
三月十三日条 （66
三月十四日条 （66
三月十五日条 （66
三月十六日条 （66
三月十七日条 （66
三月十八日条 34, 60, 77, 97, （66
三月十九日条 （68
三月廿日条 （68
三月廿三日条 （68
三月廿五日条 34, （68, （9（, （93
三月廿六日条 （68
三月卅日条 34, （68
四月五日条 （69
四月八日条 （69
四月十三日条 （69
四月十四日条 （69
四月廿四日条 34, （69, （70, （73
四月廿五日条 34, （7（
五月十一日条 （7（
五月十三日条 （7（
五月十六日条 （7（
五月廿八日条 （7（
六月一日条 （7（
六月三日条 （7（
六月六日条 （7（
六月七日条 （7（
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六月九日条 （7（
六月十四日条 （7（
六月十六日条 76, 77, 97, （7（
六月廿日条 （7（
六月廿一日条 78, 97, （7（
七月十七日条 5（
七月廿七日条 5（
八月廿一日条 5（
九月十五日条 5（
十月廿二日条 5（
十一月廿八日条 47, 5（
十二月二日条 5（

寛弘八年

正月一日条 （50
正月二日条 （50
正月三日条 35, （50
正月四日条 （50
正月五日条 35, （50
正月六日条 （35, （50, （85
正月七日条 （50
正月八日条 （50
正月十三日条 （50
正月十五日条 （50
正月廿一日条 35, 78, 97, （50
正月廿二日条 78～80, 98, （5（
正月廿六日条 （5（
正月廿七日条 （5（
正月廿八日条 （5（
正月廿九日条 （5（
二月一日条 （5（
二月二日条 （5（
二月三日条 （5（
二月六日条 79, 80, 98, （5（
二月十日条 （5（
二月十四日条 （5（
二月十七日条 （5（
二月十八日条 （5（
二月十九日条 （5（
二月廿日条 （5（
二月廿四日条 （5（
二月廿九日条 79, 98
三月八日条 （5（

三月九日条 （5（
三月十二日条 79, 98, （5（
三月十四日条 （5（
三月十六日条 （5（
三月十八日条 （5（
三月廿一日条 （5（
三月廿五日条 （5（
三月廿七日条 35, （5（
三月卅日条 （53
四月一日条 （53
四月三日条 （53
四月五日条 （53
四月七日条 （53
四月八日条 （53
四月九日条 （53
四月十日条 35, （53
四月十一日条 （54
四月十三日条 （54
四月十四日条 （54
四月十五日条 35, （54
四月十六日条 （54
四月十七日条 （54
四月十八日条 35, （54, （85, （83
四月廿一日条 35, （55
四月廿三日条 （55
四月廿五日条 （55
四月廿七日条 （55
四月廿八日条 （55
五月八日条 （55
五月十一日条 （55
五月十二日条 （55
五月十五日条 （55
五月十六日条 （56
五月十七日条 （56
五月十八日条 （56
五月廿一日条 35, （56, 3（（
五月廿五日条 （56
五月廿七日条 （56
六月二日条　 36, 79, 98, （35, （56, （86, 

（06, （08, 30（, 306
六月八日条 （57
六月九日条 （57
六月十三日条 36, （57
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六月十四日条 （58, （86, （7（
六月十五日条 （58, （87
六月十九日条 （58
六月廿日条 （58
六月廿一日条 （58, （87, （88
六月廿二日条 （58, （87
六月廿五日条 36, （58
七月一日条 （88
八月十一日条 47, 5（
八月十五日条 5（
八月廿三日条 47, 5（
九月五日条 5（, （88
十月五日条 5（
十月十六日条 （8, 47, 5（
十一月十六日条 5（
十一月廿九日条 5（, （88
十二月廿八日条 5（

長和元年

正月三日条 36
正月十六日条 （35, （89, （06, （08
正月廿七日条 36, （89
二月二日条 （89
二月三日条 （35, （89
二月五日条 （89
二月十四日条 36, 44, 60, 8（, 98
二月廿五日条 （89, （09
三月廿三日条 36
三月廿四日条 （90
三月廿五日条 （90
四月廿一日条 （90
四月廿七日条 36, 40, 4（, 6（, 8（, 98
四月廿八日条 6（
五月一日条 36
五月廿日条 3（6
五月廿三日条 37
八月十一日条 5（
九月九日条 49, （83
九月廿日条 5（
九月廿一日条 5（
九月廿二日条 5（
十月六日条 5（
十月廿日条 5（

十月廿八日条 5（
閏十月十四日条 5（
閏十月廿七日条 5（
十一月一日条 5（, 30（
十一月十七日条 5（, （90
十一月廿二日条 5（, 30（
十一月廿三日条 5（, （90
十一月廿五日条 5（
十二月四日条 5（
十二月九日条 5（
十二月十六日条 5（
十二月十九日条 5（
十二月廿五日条 5（, （90

長和二年

正月二日条 46
正月六日条 45, 46
正月十日条 46
正月十三日条 45
正月十四日条 46, （90
正月十六日条 46
正月十七日条 （9（
正月廿六日条 45, 46, （9（
二月六日条 （9（
二月九日条 45, 46
二月廿三日条 46
三月四日条 46, （9（
三月九日条 46
三月十四日条 46
三月十六日条 46
三月廿三日条 45, 46, （36, （9（
三月廿四日条 （36, （9（
三月廿七日条 45, 46
三月廿九日条 46, （9（
四月十三日条 46
四月十四日条 45, （9（, （09
四月廿三日条 46
四月廿四日条 （36
四月廿七日条 46
五月十四日条 46
六月八日条 （9（
六月廿二日条 46
六月廿三日条 46, （36, （9（, （09
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七月二日条 5（
七月廿二日条 5（, 30（
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八月十九日条 49, 5（
八月廿一日条 49, 5（
八月廿七日条 5（, 3（6
九月十六日条 53, （83
十月六日条 53
十月廿日条 53
十月廿二日条 50, 5（
十一月十六日条 53, （9（
十一月廿日条 53
十一月廿八日条 53
十一月廿九日条 53
十二月十日条 53
十二月十五日条 53
十二月廿二日条 （9（
十二月廿六日条 53

長和四年

四月三日条 53
四月四日条 53
四月七日条 53
四月廿一日条 53
六月十四日条 53
閏六月五日条 53
閏六月廿三日条 53
閏六月廿六日条 53
七月二日条 30（
七月八日条 （9（
七月十五日条 47, 53
七月廿三日条 （9（, 30（
八月二日条 53
八月廿七日条 50, 5（
九月五日条 53, （93
九月十四日条 53
九月廿日条 （4, 53
十月廿一日条 53
十月廿五日条 48, 53, （93, （96
十月廿七日条 53, （83, 30（, 306, 307
十月廿八日条 53, （94

十一月八日条 （94
十一月十三日条 （94
十一月十七日条 53
十一月廿七日条 53
十二月四日条 53, （94
十二月廿七日条 53, （94
十二月廿八日条 （4

長和五年

正月十三日条 50, （94, （（4
正月廿三日条 53
正月廿九日条 53
二月一日条 （95
二月七日条 53, （95
二月十三日条 53
二月十九日条 53
二月廿五日条 53
二月廿六日条 53
二月廿七日条 53
三月二日条 53, （95
三月三日条 53
三月四日条 53, （95
三月七日条 53
三月八日条 53
三月十二日条 53, 30（
三月十四日条 53
三月十五日条 （95
三月廿日条 53
三月廿一日条 53, （95
三月廿三日条 （95
三月廿四日条 （96
四月七日条 53
四月十一日条 53
四月十三日条 （96
四月十五日条 53
四月廿一日条 53, 30（, 308
四月廿四日条 53
五月十六日条 53
五月廿五日条 53, 303
五月廿六日条 53, 303
五月廿八日条 53
六月二日条 53
六月十日条 53
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六月十一日条 （96
七月十日条 53
七月十六日条 53
七月十八日条 53
七月廿九日条 303
十月二日条 53
十月三日条 53
十月四日条 303
十月十一日条 53
十一月一日条 53
十二月十四日条 53

寛仁元年

正月七日条 （96
正月十一日条 53
正月廿二日条 53
正月廿七日条 53
二月六日条 303
二月十一日条 53
二月十四日条 5（
三月二日条 53
三月四日条 53, （96
三月八日条 53
三月十一日条 53, （96
三月十六日条 53
四月三日条 53
四月十四日条 （97
四月十六日条 （97
四月廿六日条 53, （97
四月廿九日条 （97
五月十二日条 53
五月廿七日条 （97
六月廿三日条 53
七月二日条 53
七月十一日条 53
七月十三日条 53
八月六日条 53
八月九日条 53
八月廿一日条 53
八月廿三日条 53
九月九日条 48, 53
九月十四日条 53
九月廿日条 （97, （（4

九月廿二日条 48, 49, 53
九月廿三日条 53
九月卅日条
 （（3～（（8, （（（, （（（, （（4～（（6, （（8～（35
十月一日条　 48, 53, （（3～（（7, （（0～（（4, 

（（7～（30, （3（～（34
十月二日条 （（0
十一月十九日条 （97
十一月廿二日条 （97, 303
十一月廿四日条 （97
十一月廿七日条 53
十二月四日条 53
十二月五日条 53, （98

寛仁二年

正月三日条
  37, 60, 8（, 99, （0（, （98, （9（, 303, 305
正月五日条 37
正月七日条 37
正月廿一日条 （98
正月廿三日条 88～90
正月廿五日条 8（, 88～90, 99
二月五日条 83, 99
二月九日条 37
二月十二日条 83, 99
三月一日条 37
三月七日条 37, （98
三月十一日条 83, 99
三月十三日条 （98
三月十四日条 304, 307
三月廿三日条 83, 9（, （00, （0（
三月廿四日条 37, 6（, 9（, （98, （（0
三月廿五日条 37, 44, 6（
四月十三日条 84, 9（, 9（, （00
四月廿一日条 37
四月廿二日条 38, （99, （（0
四月廿四日条 （83
四月廿七日条 （83
四月廿八日条 38
閏四月五日条 84, （00
閏四月十日条 38
五月九日条 （99
五月十三日条 （36, （99
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五月廿二日条 38, 40, 4（
七月廿七日条 53, （99
七月廿八日条 53, （7（
八月十九日条 53
八月廿九日条 53
九月八日条 53
九月十六日条 53
十月五日条 53
十月十一日条 50
十月十六日条 48, 53, 60, （99
十月廿二日条 （5, 48, 53, 60, （99, 304
十月廿四日条 （99
十月廿八日条 53
十月廿九日条 53
十一月九日条 53, （00
十二月廿三日条 304
十二月廿四日条 304, 308

寛仁三年

正月五日条 53
正月七日条 （83
二月六日条 53
二月廿八日条 53
八月廿七日条 （00
八月廿九日条 84, （00, （0（

『御堂御記抄』

長徳元年

五月十一日条 6
六月五日条 6

寛弘二年

七月十日条 （39, （4（, （49
七月廿九日条 （39, （4（, （49
八月廿二日条 （39, （4（, （50
十月十九日条 （39, （4（, （50
十二月廿一日条 （39, （43, （5（

寛弘三年

正月一日条 （39, （44, （5（
三月四日条 （39, （44, （5（
七月廿七日条 （40, （45, （5（
八月七日条 （40, （45, （5（
八月十九日条 （40, （45, （5（
九月廿二日条 （40, （46, （53
十月五日条 （40, （47, （53

寛弘四年

二月廿一日条 （40, （47, （53
三月三日条 （40, （47, （53
三月四日条 （47, （53
三月十五日条 （40, （47, （54
四月廿五日条 （40, （47, （54
四月廿六日条 （40, （48, （54
閏五月十七日条 （40, （49, （54
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